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4月～8月は前年度の市民税額に基づく保育料、9月～3月は当年度の市民税額に基づく保育料とな
ります。

～９３０万円

～１，１３０万円

３９７，０００円以上

市民税所得割課税額

４８，６００円未満

市民税所得割課税額

９７，０００円未満

市民税所得割課税額

１６９，０００円未満

市民税所得割課税額

３０１，０００円未満

市民税所得割課税額

３９７，０００円未満
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生活保護世帯

市民税非課税世帯

階層区分 ４・５歳児３歳児３歳未満児

短時間標準時間標準時間 短時間 標準時間 短時間
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推定年収

１

新制度における平成２７年度保育料（案）

　この保育料（案）については、あくまで現時点での案であり、参考にお示しするものです。平成２７年
４月からご負担いただく保育料は、清須市の予算編成及び関係規則などの整備を経て、平成２７年３
月に確定することになります。
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月額（円）

～２６０万円

0

4,000

8,000 6,0006,0006,500

0
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階層区分認定の基礎となる課税額は、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、
外国税額控除、配当割額控除及び株式等譲渡所得割額控除の適用はありません。

同一世帯から2人以上の小学校就学前のお子さんが、保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援
学校幼稚園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所、または児童発達支援、医療型児童発達支
援、家庭的保育事業等を利用している場合は、お子さんの保育料が軽減され、上から2人目のお
子さんの保育料は１／2に軽減され、3人目以降のお子さんは無料になります。
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